
標準貨物自動車運送約款改正に伴う

運賃・料金の変更届出を行う必要性について

昨年 11月 4日に改正されました標準貨物自動車運送約款に関し
て、新約款に基づく運賃・料金の変更届出状況は全国で 5月 25日
現在 45％、鹿児島県の会員事業者で 5月 15日現在 98％となりま
す。

一方で旧約款を独自約款とする認可の件数も全国で約 9000件、
鹿児島県の会員事業者で約 40件と、約款改正の趣旨が反映されて
いない形で認可を受けている場合もございます。

そのため、国土交通省では、旧約款を独自約款として認可を受け

た事業者が今後改正後の標準約款を適用する場合の運賃料金の届出

様式例を作成いたしました。

 また、新約款の意義や新たな運賃・料金設定の必要性について知

っていただくために、改正の趣旨、運賃料金変更届出について、改

正後の標準運送約款に基づき料金等を設定することの意義、独自運

送約款の認可をうけている場合について、お知らせさせていただき

ます。

※「標準貨物自動車運送約款等の改正に伴う運賃料金設定（変更）

届出様式例」は下記 URLよりダウンロードできます。
http://www.jta.or.jp/rodotaisaku/kyogikai/yakkan_kaisei.html








